
第３９号議案 

   芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

芦屋市市税条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

   令和５年６月９日提出 

芦屋市長 髙 島  崚 輔    

提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正等に伴い、関係条文を

整備するため、この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

芦屋市市税条例の一部を改正する条例 

 芦屋市市税条例（昭和５９年芦屋市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第２６条の３ （略） 第２６条の３ （略） 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控

除することができなかつた金額があるときは、当該控除すること

ができなかつた金額は、令第４８条の９の３から第４８条の９の

６までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除

することができなかつた金額を還付し、又は当該控除することが

できなかつた金額のうち法第３１４条の９第２項後段に規定する

還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の申告書に係る年

度分の個人の県民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、

若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を

納付し、若しくは納入する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から

控除することができなかつた金額があるときは、当該控除する

ことができなかつた金額は、令第４８条の９の３から第４８条

の９の６までに定めるところにより、同項の納税義務者に対し

その控除することができなかつた金額を還付し、又は当該納税

義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の県民税若しくは市

民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に

充当する。 

３ （略） ３ （略） 
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改正後 改正前 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３０条の２ （略） 第３０条の２ （略） 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給

与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載す

べき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出

した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書

（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当

該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提

出した同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないと

きは、給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は

法第３１７条の３の２第１項の規定により記載すべき事項に代え

て当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２第

１項の規定による申告書を提出することができる。 

３ 第１項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を

提出した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途

において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合に

は、第１項又は法第３１７条の３の２第１項の給与支払者からそ

の異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則

で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を

提出した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中

途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場

合には、前項又は法第３１７条の３の２第１項の給与支払者か

らその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他

施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を

経由して、市長に提出しなければならない。 

４ 第１項及び前項の場合において、これらの規定による申告書が

その提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その

申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申告書がその提

出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告

書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提出の

際に経由すべき給与支払者が令第４８条の９の７の２において準

用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行

規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給

与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出

の際に経由すべき給与支払者が令第４８条の９の７の２におい

て準用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電
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改正後 改正前 

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であつて施行規則で定めるものをいう。次条第４項及び第

５８条第３項において同じ。）により提供することができる。 

磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であつて施行規則で定めるものをいう。

次条第４項及び第５８条第３項において同じ。）により提供す

ることができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項の規定の適用につ

いては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事

項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支

払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提

供を受けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用に

ついては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべ

き事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給

与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるの

は「提供を受けた日」とする。 

（個人の市民税の徴収の方法等） （個人の市民税の徴収の方法） 

第３４条 個人の市民税は、第３８条、第４５条の２第１項、第４

５条の５又は第５３条の規定により特別徴収の方法による場合を

除くほか、普通徴収の方法により徴収する。 

第３４条 個人の市民税は、第３８条、第４５条の２第１項、第

４５条の５又は第５３条の規定によつて特別徴収の方法による

場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。 

２ （略） ２ （略） 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収

する場合に併せて賦課し、及び徴収する。 

（個人の市民税の納税通知書） （個人の市民税の納税通知書） 

第３６条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額

は、当該年度分の個人の市民税額、個人の県民税額及び森林環境

税額の合算額（第４５条第１項又は第４５条の６第１項の規定に

より徴収する場合にあつては特別徴収の方法により徴収されない

ことになつた金額に相当する税額）を前条第１項の納期（第４５

条第１項又は第４５条の６第１項の規定により徴収する場合にあ

つては特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後に

到来する納期）の数で除して得た額とする。 

第３６条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付

額は、当該年度分の個人の市民税額及び県民税額の合算額（第

４５条第１項又は第４５条の６第１項の規定によつて徴収する

場合にあつては特別徴収の方法によつて徴収されないことにな

つた金額に相当する税額）を前条第１項の納期（第４５条第１

項又は第４５条の６第１項の規定によつて徴収する場合にあつ

ては特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後

に到来する納期）の数で除して得た額とする。 

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第３８条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年

の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日にお

第３８条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する

年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日
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改正後 改正前 

いて給与の支払を受けている者（次の各号に掲げる者のうち特別

徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められる

者を除く。以下この条において「給与所得者」という。）である

場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及

び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。

次項及び第５項において同じ。）の合算額を特別徴収の方法によ

り徴収する。 

において給与の支払を受けている者（次の各号に掲げる者のう

ち特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると

認められる者を除く。以下この条において「給与所得者」とい

う。）である場合においては、当該納税義務者の前年中の給与

所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を特別徴収の方法に

よつて徴収する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に

給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に

係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべ

き給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別

徴収の方法により徴収する。ただし、第２９条第１項の申告書に

給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収

されたい旨の記載があるときは、この限りでない。 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得

に給与所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以

外の所得に係る所得割額を同項の規定によつて特別徴収の方法

によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合

算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収する。ただし、第

２９条第１項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を

普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、

この限りでない。 

３ 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る

所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなつた後におい

て、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額

の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でな

いと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与

所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法

により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情

がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方

法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特

別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法

により徴収するものとする。 

３ 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に

係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた

後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係

る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収する

ことが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給

与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一

部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出が

あつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市

長は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の

所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の

全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。 

４ （略） ４ （略） 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該 ５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当

39-5



改正後 改正前 

年度の初日の翌日から翌年の４月３０日までの間において異動を

生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して

新たに給与の支払をする者となつた者（所得税法第１８３条の規

定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があ

る者に限る。以下この項において同じ。）を通じて、当該異動に

より従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた

日の属する月の翌月の１０日（その支払を受けなくなつた日が翌

年の４月中である場合には、同月２０日）までに、第１項の規定

により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に

係る所得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴収の方法により

徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額）を特別

徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算

額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申

出が翌年の４月中にあつた場合において、特別徴収の方法により

徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでな

い。 

該年度の初日の翌日から翌年の４月３０日までの間において異

動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に

対して新たに給与の支払をする者となつた者（所得税法第１８

３条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付

する義務がある者に限る。以下この項において同じ。）を通じ

て、当該異動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支

払を受けなくなつた日の属する月の翌月の１０日（その支払を

受けなくなつた日が翌年の４月中である場合には、同月２０日）

までに、第１項の規定により特別徴収の方法によつて徴収され

るべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

（既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、

当該金額を控除した金額）を特別徴収の方法によつて徴収され

たい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法によ

つて徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の４月中に

あつた場合において、特別徴収の方法によつて徴収することが

困難であると市長が認めるときは、この限りでない。 

６ 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が

当該年度の初日の属する年の６月１日から１２月３１日までの間

において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発

生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により

徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があつた場合及び当

該納税義務者が翌年の１月１日から４月３０日までの間において

給与の支払を受けないこととなつた場合には、その者に対してそ

の年の５月３１日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等

で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限

り、当該月割額の全額（同日までに当該給与又は退職手当等の全

部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日

までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収すること

ができる額）を特別徴収の方法により徴収する。 

６ 特別徴収の方法によつて個人の市民税を徴収される納税義務

者が当該年度の初日の属する年の６月１日から１２月３１日ま

での間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その

事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の

方法によつて徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があ

つた場合及び当該納税義務者が翌年の１月１日から４月３０日

までの間において給与の支払を受けないこととなつた場合に

は、その者に対してその年の５月３１日までの間に支払われる

べき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を

超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額（同日までに

当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこと

となつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は

退職手当等の額から徴収することができる額）を特別徴収の方
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法によつて徴収する。 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） （給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） 

第４５条 個人の市民税の納税者が給与の支払いを受けなくなつた

こと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によ

り徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法により徴

収されないこととなつた金額に相当する税額は、特別徴収の方法

により徴収されないこととなつた日以後において到来する第３５

条第１項の納期がある場合にはそれぞれの納期において、その日

以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方

法により徴収するものとする。 

第４５条 個人の市民税の納税者が給与の支払いを受けなくなつ

たこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法

によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収

の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額

は、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後

において到来する第３５条第１項の納期がある場合においては

それぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期が

ない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収する

ものとする。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知により変更された給与所得に係

る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別

徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当

該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場

合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。）

において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納

又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の２第１項第２号に規定

する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項

及び第７項の規定を適用することができるものとし、当該市町村

徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付

し、又は納入することを委託したものとみなす。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知によつて変更された給与所得

に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既

に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収

税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額

を超える場合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない

場合を含む。）において当該納税者の未納に係る徴収金がある

ときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の規

定によつて当該納税者の未納に係る徴収金に充当する。 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） （公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第４５条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属す

る年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、

同日において老齢等年金給付（法第３２１条の７の２第１項の老

齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。）の支払を受け

ている年齢６５歳以上の者（特別徴収の方法により徴収すること

が著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除

第４５条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属

する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、

かつ、同日において老齢等年金給付（法第３２１条の７の２第

１項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。）の

支払を受けている年齢６５歳以上の者（特別徴収の方法によつ

て徴収することが著しく困難であると認められるものとして次
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く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。）

である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所

得に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森

林環境税額を含む。以下この条及び第４５条の５において同じ。）

の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第３８条第１項の規

定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に

係る所得に係る所得割額。以下この条及び第４５条の５において

同じ。）の２分の１に相当する額（以下この節において「年金所

得に係る特別徴収税額」という。）を当該年度の初日の属する年

の１０月１日から翌年の３月３１日までの間に支払われる老齢等

年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法に

より徴収する。 

に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金

所得者」という。）である場合においては、当該納税義務者の

前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第３８条第１項の規

定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公

的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第４５条

の５において同じ。）の２分の１に相当する額（以下この節に

おいて「年金所得に係る特別徴収税額」という。）を当該年度

の初日の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間

に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の

際に特別徴収の方法によつて徴収する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度

において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認

められる者 

(2) 特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該

年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととな

ると認められる者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税の

うち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所

得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別

徴収税額を控除した額を第３５条第１項の納期のうち当該年度の

初日からその日の属する年の９月３０日までの間に到来するもの

において普通徴収の方法により徴収する。 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税

のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係

る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係

る特別徴収税額を控除した額を第３５条第１項の納期のうち当

該年度の初日からその日の属する年の９月３０日までの間に到

来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収する。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） （年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） 

第４５条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は第３項（これらの

規定を法第３２１条の７の８第３項において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定により特別徴収の方法により徴収されない

こととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により

徴収されないこととなつた日以後において到来する第３５条第１

項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以

第４５条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は第３項（これら

の規定を法第３２１条の７の８第３項において読み替えて準用

する場合を含む。）の規定により特別徴収の方法によつて徴収

されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の

方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来す

る第３５条第１項の納期がある場合においてはそのそれぞれの
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後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法

により徴収するものとする。 

納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合に

おいては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条の７の８第３項に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）の規定により年金所得

に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴

収の方法により徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得

者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に

係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別

徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額

又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年

金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が

ない場合を含む。）において当該特別徴収対象年金所得者の未納

に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法

第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤

納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用す

ることができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により

当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は

納入することを委託したものとみなす。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条の７の８第３項

において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により年金

所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を

特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対

象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入され

た年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収

税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に

係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える

場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に

係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）において当該特別徴

収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納

又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の規定によつて当該特

別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金に充当する。 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第９３条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税

率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第９３条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の

税率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

エ 三輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（二以上の輪

距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの）が、

０．５メートル以下であるもの、側面が構造上開放されてい

る車室を備え、かつ、輪距が０．５メートル以下の三輪のも

の及び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７

エ 三輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（二以上の

輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの）

が、０．５メートル以下であるもの及び側面が構造上開放

されている車室を備え、かつ、輪距が０．５メートル以下

の三輪のものを除く。）で、総排気量が０．０２リットル

39-9



改正後 改正前 

号）第１条第１項第１３号の６に規定する特定小型原動機付

自転車を除く。）で、総排気量が０．０２リットルを超える

もの又は定格出力が０．２５キロワットを超えるもの  

年額 ３，７００円 

を超えるもの又は定格出力が０．２５キロワットを超える

もの  

年額 ３，７００円 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１６条の２ （略） 第１６条の２ （略） 

２～２１ （略） ２～２１ （略） 

２２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する条例で定める割合

は２分の１とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよう

とする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよ

うとする者がすべき申告） 

第１６条の３ （略） 第１６条の３ （略） 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 

１１ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに

係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏

名又は名称） 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(4) 当該工事が完了した年月日 
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(5) 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかつた理由 

１２ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋

に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第７条第１７項に規定する補助に

係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する

法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の

規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２

条第１９項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

１１ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適

合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１３項に規定

する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の

促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則

第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家

屋が令附則第１２条第１９項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）  

(5) 施行規則附則第７条第１７項に規定する補助の算定の基礎と

なつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(5) 施行規則附則第７条第１３項に規定する補助の算定の基礎

となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(6) （略） (6) （略） 

１３ （略） １２ （略） 

１４ （略） １３ （略） 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第２９条の２ 削除 第２９条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項又は第５

項において準用する場合を含む。）に掲げる三輪以上の軽自動

車（自家用のものに限る。以下この条において同じ。）に対し

ては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日か

ら令和３年１２月３１日までの間（附則第２９条の７第３項に

おいて「特定期間」という。）に行われたときに限り、第９１

条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さ

ない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第２９条の３ （略） 第２９条の３ （略） 
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２・３ （略） ２・３ （略）  

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の

環境性能割の額は、同項の不足額に、これに１００分の３５の割

合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税

の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０

の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第２９条の７ （略） 第２９条の７ （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 自家用の三輪以上の軽自動車であつて乗用のものに対する第

９２条の４（第２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適

用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたとき

に限り、これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「１０

０分の１」とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の

種別割の額は、同項の不足額に、これに１００分の３５の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税

の種別割の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割

合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得に係る市民税の課税の特例） 

第３６条 昭和６３年度から令和８年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項

に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。）の譲渡（同

項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。）をした場

合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第３

４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）

に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の

第３６条 昭和６３年度から令和５年度までの各年度分の個人の

市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規

定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３１条

第１項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。）

の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。）

をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法

附則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡

をいう。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡
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改正後 改正前 

規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係

る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、

前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 

所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項におい

て同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税

の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額

とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度までの各年度分の

個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項

に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第

３４条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲

渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するときにおける

前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、

当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の規定に該当することと

なるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡で

はなかつたものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５年度までの各年度分

の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法

附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地の

ための譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡

所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。こ

の場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の規

定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等

予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。 

３ （略） ３ （略） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） （新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第４４条 所得割の納税義務者が、前年中に新型コロナウイルス感

染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する

法律（令和２年法律第２５号）第５条第４項に規定する指定行事

のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の

縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対

価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に

規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄

をした日の属する年中に法附則第６０条第４項に規定する市町村

放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる

寄附金を支出したものとみなして、第２６条の規定を適用する。 

第４４条 所得割の納税義務者が、前年中に新型コロナウイルス

感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関

する法律（令和２年法律第２５号。次条において「新型コロナ

ウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項に規定する指

定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はそ

の規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金

その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を

同条第１項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義

務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第６０条第４項

に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第
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改正後 改正前 

１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第２６

条の規定を適用する。 

附 則 

（施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第９３条第１号エの改正規定及び附則第４条第１項の規定（この条例による改正後の芦屋市市税条例（以下「新条例」

という。）附則第３２条第３項に係る部分を除く。） 令和５年７月１日 

(2) 第２６条の３第２項並びに第３４条の見出し及び同条第１項の改正規定、同条に１項を加える改正規定並びに第３６条、

第３８条、第４５条、第４５条の２及び第４５条の６の改正規定並びに附則第２９条の３の改正規定及び附則第３２条第

３項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第４条第１項（新条例附則第３２条第３項に係る部分に限る。）及び第３項

の規定 令和６年１月１日 

 (3) 第３０条の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

２ 新条例附則第１６条の２及び附則１６条の３の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１項第２号に掲げる規定による改正後の芦屋市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和６年度分

以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３０条の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべき芦屋市市税条例第３０条の２第１項に規

定する給与（以下この項において「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書について適用し、同

日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分ま

での固定資産税については、なお従前の例による。  

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第９３条第１号エ及び附則第３２条第３項の規定は、令和６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について

適用し、令和５年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得されたこの条例による改正前の芦屋市市税条例附則第２９
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条の２及び第２９条の７第３項に規定する三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従

前の例による。 

３ 新条例附則第２９条の３第４項の規定は、附則第１条第１項第２号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の

軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課す

る軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 
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参 照 

芦屋市市税条例の一部改正要綱 

１ 改正の趣旨 

 地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正等に伴い、関係条文

を整備するため、この条例を制定しようとするもの。 

２ 改正の内容 

(1) 個人市民税 

ア  給与所得者の扶養親族等申告書について、申告書に記載すべき事項が前年の

申告内容と異動がない場合には、記載すべき事項の記載に代えて、異動がない

旨の記載によることができる。【令和７年１月１日施行】（第３０条の２関係） 

イ  森林環境税について【令和６年１月１日施行】 

(ｱ) 個人市民税の均等割額に併せ、新たに森林環境税(年額１，０００円)を賦

課徴収する。（第３４条関係） 

(ｲ) 還付金等の充当 

  ａ 個人市県民税の所得割額から控除しきれなかった配当割額・株式等譲渡

所得割額は、個人市県民税の均等割額のほか森林環境税に充当する。 

(第２６条の３関係) 

  ｂ 特別徴収税額及び仮特別徴収税額の還付がある場合に、法に規定する市

町村徴収金関係過誤納金（※）とみなし、これにより当該納税者の未納に

係る市の徴収金に充当する。(第４５条及び第４５条の６関係) 

     ※ 市町村徴収金関係過誤納金とは、市町村が徴収した個人の市町村民税

に係る地方団体の徴収金、これと併せて徴収した個人の道府県民税に係

る地方団体の徴収金及びこれらと併せて徴収した森林環境税に係る徴

収金に係る過誤納金をいう。 

    ｃ その他所要の規定の整備 
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ウ  優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税

の特例について、適用期限を令和８年度（現行は令和５年度）まで延長する。

【公布の日施行】（附則第３６条関係） 

(2) 固定資産税【公布の日施行】  

ア 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに課される固定資産税

の特例措置に係る減額割合を２分の１とする。(わがまち特例)  

（附則第１６条の２関係） 

   イ アの特例の適用を受けようとする者は、工事完了日から３月以内に(ｱ)の事項

を記載した申告書に(ｲ)の書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（附則第１６条の３関係） 

    (ｱ) 記載する事項 

     ａ 納税義務者の住所、氏名（名称）及び個人番号（法人番号） 

     ｂ 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

     ｃ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

     ｄ 工事の完了年月日 

     ｅ 工事完了日から３月を経過した後に申告書を提出する場合はその理由 

    (ｲ) 添付書類 

     ａ 法で定める大規模修繕等の工事が行われた旨を証する書類 

     ｂ a の工事より前に建物の外壁について修繕又は模様替えを含む大規模な

工事で一定のものが行われたことがある旨を証する書類 

    ｃ 当該マンションの区分所有の建物の部分が１０以上である旨を証する書    

     類 

    ｄ 次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれに定める書類 

     (a) マンション管理適正化推進法による市長の助言又は指導を受けた管理

組合の管理者等に係るマンション 次のいずれにも該当する旨を証する

書類 

      ・当該助言又は指導がマンション修繕に関する長期計画で一定のもの（特

定計画）に係るものであること 

・当該助言又は指導を受けた日以後に、国土交通大臣が総務大臣と協議

して定める基準に適合する当該マンションに係る特定計画が作成又は変

更されたこと 
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     (b) マンション管理適正化推進法による管理計画認定マンション 次のい

ずれもの書類 

・市長が管理組合の管理者等に対し当該管理組合によるマンションの管

理計画を認定（又は計画変更を認定）した通知書の写し 

・当該マンションに係る資金計画のうち、修繕に係る一定の部分が、令

和３年９月１日から令和４年３月３１日までの間に国土交通大臣が総務

大臣と協議して定める基準に適合したこと又は同年４月１日以後にマン

ション管理適正化推進法第５条の４第２号に掲げる基準に適合したこと

を証する書類 

     ｅ その他市長が必要と認める書類 

(3) 軽自動車税 

ア 原動機付自転車のミニカー区分から特定小型原動機付自転車（三輪以上の電

動キックボード）を除外する。【令和５年７月１日施行】（第９３条関係）

イ 軽自動車製作者等の不正行為に起因し軽自動車税環境性能割及び種別割の納

付不足額が発生した場合の当該軽自動車製作者等が納付すべき額は、当該納付

不足額に３５％（現行は１０％）を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

【令和６年１月１日施行】（附則第２９条の３及び附則第３２条関係）

ウ 令和３年末までの適用期間が終了している環境性能割の臨時的軽減措置に係

る規定を削除する。【公布の日施行】 

（附則第２９条の２及び附則第２９条の７関係） 

(4) その他所要の規定の整備 

３ 施行期日等 

(1) ２(1)ウ、(2)及び(3)ウの規定 公布の日 

(2) ２(3)アの規定 令和５年 7月 1日 

(3) ２(1)イ及び(3)イの規定 令和６年１月１日 

(4) ２(1)アの規定 令和７年１月１日 

(5) ２(2)の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

(6) 市民税に関する経過措置  

ア ２(1)イの規定は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、

令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 
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イ ２(1)アの規定は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべき給与について提

出する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出し

た申告書については、なお従前の例による。 

 (7) 固定資産税に関する経過措置 

   ２(2)の規定は、令和５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和４

年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

(8) 軽自動車税に関する経過措置 

ア ２(3)ア及びイの規定は、令和６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

ついて適用し、令和５年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前

の例による。 

イ 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得された２(3)

ウに規定する三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割につ

いては、なお従前の例による。 

ウ ２(3)イの規定は、令和６年１月１日以後に取得された三輪以上の軽自動車

に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得され

た三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、な

お従前の例による。 
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第３９号議案説明資料 

地域決定型地方税制特例措置（通称：わがまち特例） 

地方税の特例措置について、従来、国が一律に定めていた課税標準の特例措置等に

係る特例割合を各自治体が自主的に判断し、条例でその特例割合を決定できるように

するもの。 

 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに課される固定資産税（家

屋）の特例措置（マンション長寿命化促進税制）に係る減額割合の設定 

（附則第１６条の２関係） 

(1)  対象 

改正マンション管理適正化法（令和４年４月１日施行）に基づく管理計画認定

マンション等一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の

大規模修繕工事を令和５年４月１日から令和７年３月３１日までの間に実施した

場合に、当該大規模修繕工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税額

（１戸当たり１００㎡相当分を上限とする。） 

(2)  対象となるマンションの要件 

 ア 建築後２０年以上が経過している１０戸以上のマンションであること。 

 イ 大規模修繕工事を過去に１回以上適切に行っていること。 

 ウ 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金

を確保するため、以下のいずれかを行った場合 

(ｱ) 市長の助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで修繕積立金の積

立又は額の引上げを行うなど、長期修繕計画を適切に作成、見直しを行った場

合 

(ｲ) 市長の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定

基準に適合させるために修繕積立金の額の引上げを行った場合 

(3)  地方税法に規定されている固定資産税の特例措置に係る減額割合 

 １／３を参酌して１／６以上１／２以下の範囲内において条例で定める割合 

(4) 本市の減額割合 

 １／２ 

(5) 本市の減額割合の設定の考え方 

分譲マンションは市内住戸のうち３５％を超える主要な居住形態であり、今後、
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高経年マンションの急増に伴って、管理不全マンションの顕在化が見込まれるこ

とから、管理組合による適正管理を促進するため、上限の減額割合である１／２

を採用する。 

39-21


